
 

都市整備局公共工事総合評価落札方式実施要領 

 

制 定 令和３年７月２日 

改 正 令和８年１月28日 

 

（目的） 

第１条 この要領は、大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領（以下「運用要領」と

いう。）及び大阪市公共工事総合評価落札方式運用ガイドラインに基づき、都市整備

局が契約管財局へ入札手続きを行う建設工事における総合評価落札方式の実施に関

して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要領における用語の意義は、運用要領の例によるほか、次の号に定めると

ころによる。 

(1) 事業主管局等 

事業を主管する室、局、区役所等をいう。事業主管局等が都市整備局以外の場合

は、都市整備局に工事を依頼する局等とする。 

 

（総合評価落札方式の対象工事） 

第３条 事業主管局等は、一般競争入札を実施する工事のうち、予定価格（消費税及び

地方消費税を含む。以下同じ。）が３億円以上の工事について、災害復旧等により特

に緊急を要する工事を除き総合評価落札方式を適用することとし、予定価格が３億円

未満の工事については、運用要領第３条第１号から第４号のいずれかに該当する場合、

総合評価落札方式を適用することができるものとする。 

２ 事業主管局等（都市整備局を除く。）は、前項により総合評価落札方式を適用す

る場合は、都市整備局と協議を行うものとする。 

３ 事業主管局等は、総合評価落札方式の適用については、運用要領第５条に定める

技術審査委員会あて審議を依頼するものとする。 

４ 事業主管局等（都市整備局を除く。）は、前項による審議の依頼について都市整

備局と合議を行うものとする。 

 

（その他） 

第４条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関して必要な事項は都市整備

局長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和３年７月２日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年８月２日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 


